
■事務室の方へ 恐れ入りますが、分会長さんへお渡しください。 

 

新型コロナウイルス感染症対策特措法に基づく「非常事態宣言」が 7 都府県に出されるという緊

迫した状況を受け、４月７日の第 1 回執行委員会において以下の基本方針を確認し、今後の機関会

議の持ち方、交渉の持ち方についての方針を決定しました。 

基本方針：①「3つの密」を避ける。 

②できるだけ時間を短縮する＋1時間に 1回の休憩と換気など必要な対応を行う。 

③50人以上の集まりを避ける。(厚生労働省専門家会議のガイドライン) 

④組合員のいのちと健康を第一とし、最新の情勢に的確かつ柔軟に対応する。 

なお、執行委員会の決定は以下の規約に基づいて行いました。 

長野高教組規約第 22条：「執行委員会は（中略）次のことを行う。」 

一、二、三（略） 

四、緊急事項の処理に関すること。ただし、その処理について、次の中央委員会の承認を受ける。 

 

１、第 211回中央委員会・・・・・支部評議員会に中央委員会の議案書を持参し本部役員が提案

し分会代表（中央委員）の採決をとり中央委員会とします。 

◎4月 11日（土）に予定していた中央委員会は行いません。 

支部評議員会日程    ・4月 9日（木）・・・長水、更埴、松筑、安曇 

・4月 10日（金）・・・上小、佐久、上伊那、下伊那 

・4月 16日（木）・・・高水須坂、諏訪 

・木曽支部は別途相談 

２、春闘要求提出交渉・・・・・規模を縮小し、時間も短縮して実施します。 

日 時   4月 21日（火）11:00～    交渉団打合せ（高校会館大会議室） 

             13:30～16:00 交渉（県庁議会棟 404.405会議室） 

参加者   本部役員（8人）、執行委員（13人）、木曽支部（1人）、専門部代表（1人） 

３、第 99回定期大会・・・・・日程を短縮し、広い会場に変更して実施します。 

日 時   5月 30日（土）12:30～13:00 教育文化厚生協会社員総会 

              13:15～16:30 第 99回定期大会 

会 場   長野市生涯学習センター（トイーゴ）大学習室２・３ 

代議員   各分会 1名 

参加者   各専門部 1名 

 

※上記のとおり執行委員会で決定し、中央委員会に代わる支部評議員会で説明します。 

なお、今後さらに感染の拡大状況で、変更する場合は執行委員会で決定し、お知らせします。 

長野高教組ＦＡＸニュース 
増刷りの上、職場のみなさ

んに配布してください。 
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